
どなたでもご自由に参加できます。
神栖社協ホームページにも掲載中！

作業療法士の視点から、子どもの運動発達の基本や、からだの五感（視覚･聴覚･触覚･嗅覚･味

覚）から入るいろいろな感覚を整理する感覚統合の考え方など、〝遊び〟をキーワードにお話し

していただきました。

重要な視点として、遊びに限らず、その子の興味、得意なこと、やりたいことなど、わずかな

反応を感じ取って、その子が楽しめるように、また失敗しても楽しめるようにサポートすること

で自信とやる気をひき出すかかわりを考えます。

かかわり方のポイントは、支援者の考えを押し付けないで、枠にとらわれす、その子の良いと

ころを見つけて褒めてあげる。また支援者がちゃんと見ているというサインを送って、その子を

認める、認めていることがわかる「かかわり」が大切であるということをうかがいました。

弁護士への相談は、費用に不安があったり、他人に話せる相談内容ではなかったり、また鹿行

地域においては弁護士事務所が少ないこともあって消極的になりがちです。今回の勉強会では、

実際に弁護士に相談してから問題が解決されるまでの流れや費用、また、特に相談の多い消費者

被害・多重債務・成年後見について、事例をもとに「法テラス」に勤務する弁護士のおふたりに

解説していただきます。

法律問題を抱えている当事者の方はもちろん、ケアマネジャーや民生委員さんなど相談の入口

となる支援者のみなさんにも、弁護士に相談できる案件なのか、この勉強会で事前に確認ができ

ます。お誘い合わせの上ご参加下さい。

「法テラス」は無料の法律相談の入口として弁護士が相談に応じ、継続した相談(無料)・利

用(有料)もできます。また経済的な理由で弁護士を利用できない方へ、必要に応じて弁護士

費用の立替えを行っています。（ここでいう法律問題とは借金・労働（貸金）・売買・賃貸

借などの財産関係、離婚・親権・認知・養育費・相続などの戸籍関係、また訴えた・訴えら

れた・警察に逮捕されたなどの裁判関係などです）

お問い合わせ ： 神栖市社会福祉協議会 地域福祉推進センター 担当：名雪 電話 ０２９９-９３-０２９４


